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本日、与党が決定した平成３１年度の税制改正大綱において、書籍・雑誌の消

費税軽減税率については、「引き続き検討する」とされ、来年１０月１日の消費

税率引き上げ時の適用は見送られました。 

出版界は、平成２８年度の与党税制改正大綱において、書籍・雑誌に対する軽

減税率が引き続きの検討項目とされた後、諸課題につき真摯に検討し、鋭意､対

応・準備をすすめてまいりましたが、今回も適用されるには至りませんでした。  

食が「身体の糧」であるように出版物は「心の糧」であり、生きていく上で欠

かせないものです。新聞と同様、全ての国民が書籍・雑誌等の出版物に広く平等

に触れる機会を持つことは、民主主義の健全な発展と国民の知的生活の向上にと

って不可欠です。 

出版界は引き続き、書籍・雑誌への軽減税率適用を求めます。 

以 上 

 

 

 

【問合せ】日本書籍出版協会（電話 03-6273-7061） 


